
第１　はじめに
前回の「主債務と保証債務の時効」に引き続いて、

時効に関する問題を取り上げます。今回は、物上保証
（主債務者以外の第三者が主債務の担保のために不動
産に抵当権等の担保権を設定するもの）を中心に、抵
当権等の不動産担保がある場合について検討します。

第２　物上保証人等の時効援用権
１　物上保証人の援用権

まず、物上保証人が主債務の消滅時効を援用でき
るかという有名な問題です。前回記載したとおり、
保証人は主債務の時効を援用できました。
最高裁は、物を主債務の担保として差し出した物

上保証人も、保証人と同様、主債務の消滅時効を援
用できるとしています（譲渡担保につき最判昭和４
２年１０月２７日判時４９７ｐ２１，抵当権につき
最判昭和４３年９月２６日判時５３５ｐ４８）。

２　第三取得者の援用権
次に、物上保証物件の第三取得者、つまり抵当権

がついている不動産を、抵当権つきのまま購入した
第三者が、物上保証人と同様に、抵当権の被担保債権
の消滅時効を援用できるかという問題もありました。
この第三取得者についても、最高裁は、物上保証

人と同様、主債務の消滅時効を援用できるとしまし
た（最判昭和４８年１２月１４日判時７２７ｐ４５）。

３　後順位抵当権者の援用権
以上までは、古い時期に結論が出ていた問題でし

たが、次の問題は、抵当権に１番と２番があり、１
番抵当権の被担保債権が消滅時効にかかっている場
合、２番抵当権者が１番抵当権の被担保債権の消滅
時効を援用できるか、ということです。
最高裁は、後順位抵当権者の先順位抵当権被担保

債権の消滅時効援用権を否定しました（最判平成１
１年１０月２１日判時１６９７ｐ５３）。
時効援用権の当事者に関する最高裁の理論は、時

効援用権に関する民法の規定（１４５条：時効は当
事者がこれを援用するに非ざれば…）の「当事者」
の解釈として、一貫して、「時効により直接権利を
取得しまたは義務を免れる者に限定される」として
おり（権利を取得というのは取得時効を念頭に置い
た表現です。）、この理論の上に立って、保証人、物
上保証人、第三取得者の時効援用権を認めてきまし

た。他方、通説とも言える学説においては、「時効
によって直接権利を取得しまたは義務を免れる者、
およびその権利または義務に基づいて権利を取得し
または義務を免れる者も含まれる。」という説明が
有力です（我妻榮：新訂民法総則ｐ４４６）。ただ
し、この学説に言う、「時効によって直接権利を取
得しまたは義務を免れる者」というのは、消滅時効
であれば債務の消滅という効果を得られる主債務者
本人に限られるという前提における説明であり、保
証人等は主債務の消滅に基づいて保証債務の消滅と
いう効果が得られる者として、学説後段に言う「お
よびその権利または義務に基づいて権利を取得しま
たは義務を免れる者」と考えており、保証人等につ
いては判例の認める結論と同様になると考えられて
います（このあたりのことが前号で「理由付けが若
干混乱している」と記載した所以です。）。確かに、
判例の言う「直接権利を取得しまたは義務を免れる
者」という定義で保証人等が含まれるとすると、こ
こでの「直接」の意味はさらに多義的にならざるを
得まませんので、学説の説くように、「直接…」は、
消滅時効では主債務者本人のみを指すと定義した上
で、保証人等は「およびその権利または義務に基づ
いて…」と考えた方がより明確な思考ができるよう
に思います。
戻って後順位抵当権者の援用権ですが、最高裁は、
先順位の抵当権が時効で消滅することにより、後順
位抵当権者は順位が繰り上がってより多くの配当を
受けることができるが、それは、先順位抵当権の時
効消滅の反射的な利益に過ぎず、「時効消滅により
直接利益を受ける者」にはあたらないとして、上記
の結論に達しています。
これに対して学説として紹介した我妻博士は、後

順位抵当権者の援用権を認める見解のようです（我
妻榮：新訂民法総則ｐ４４６、新訂担保物件法ｐ４
２２）。上記の「およびその権利または義務に基づ
いて…」に後順位抵当権者も含まれると考えるので
しょう。但し、私見ですが、後順位抵当権者の受け
る利益は、あくまで反射的な利益に過ぎず、法的な
利益とは言えないと考えれば、我妻博士の定義に立
っても、後順位抵当権者に援用権はないとして判例
と同様の結論にたどり着くことは可能なようには思
います。
実際の利益衡量としては、後順位抵当権者は、先

順位抵当権者がいることを前提として抵当権を設定
しているわけで、先順位がなくなることで得る利益
はタナボタのようなもので、主債務の消滅により保
証債務がなくなったり（保証人）、不動産を失わず
に済む（物上保証、第三取得者）という利益とは異
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質なものだとも考えられ、判例の結論の方が落ち着
きがいいかもしれません。

４　予約完結権の消滅時効に関する援用権
以上に付随したさらにややこしい問題として、不

動産に売買予約に基づく所有権移転請求権仮登記
（買主が予約完結権を行使した場合には、売買が成
立し、仮登記時点から所有者であったことを主張で
きるようになるもの）があり、その仮登記後に、そ
の物件を買った第三取得者や抵当権を設定した抵当
権者が、買主の予約完結権の消滅時効を援用できる
か、という問題もありました。
上記の判例の傾向からみると、一見、第三取得者

は援用でき、抵当権者は援用できないという結論に
なると即断してしまいそうなところですが、最高裁
は、両者とも援用権を認めています（第三取得者に
つき最判平成４年３月１９日判時１４２３ｐ７７）、
抵当権者につき最判平成２年６月５日判時１３５７
ｐ６０）。
いずれも理由とするところは、予約完結権の行使

により、第三取得者は所有権を、抵当権者は抵当権
を失う関係にあるため、いずれも予約完結権の時効
消滅につき直接に利益を受ける者にあたる、という
ものです。確かに、後順位抵当権が繰り上がるとい
う利益とは異質なもので、結論として妥当だと思い
ます。

５　物上保証人の承認と主債務者の承認
なお、物上保証人による主債務の時効の援用に関

連して、以下の判例もあります。
まず、物上保証人が主債務の存在を承認する行為

をしていたとしても、その後、主債務の時効を援用
することは差し支えない（最判昭和６２年９月３日
判時１３１６ｐ９１）。物上保証人の「承認」は、
民法の時効中断事由としての「承認」にはあたらな
いという理由です（私見では、物上保証人の「承認」
は相対的な効力しかなく主債務の時効進行を中断せ
ず、物上保証人は主債務の時効消滅を援用できる、
とする方が理論的にはスッキリするのではないかと
思います。）。
また、逆に、主債務者が債務につき承認して消滅

時効が中断している場合には、担保権の附従性によ
り、物上保証人は主債務の時効を援用できない（最
判平成７年３月１０日判時１５２５ｐ５９）。当然
の結論だと思います。

第３　物上保証物件の競売と主債務の時効中断
１　物上保証物件の競売による主債務の時効中断

債権者が、債務者所有の不動産を競売した場合、
「差押」として、債務の消滅時効は中断しますが、

物上保証物件を競売した場合には債務者に「通知」
した後でないと債務の時効は中断しないとされてい
ます（民法１４７条２号、１４８、１５５条）。
民法が予定しているこの「通知」は、典型的には、

債権者が競売したことを債務者に対して内容証明郵
便等で通知することのようですが、実務的には、物
上保証物件の抵当権等に基づく競売（いわゆる担保
権実行としての競売、任意競売）においては、債務
者も当事者として表示され、債務者に対しても裁判
所から競売開始決定が送達されています（民事執行
法１８８条・４５条、民事執行規則１７０条）。判
例は、この債務者に対する競売開始決定の送達によ
り、消滅時効の時効中断が生じるとしています（旧
競売法下の判例として最判昭和５０年１１月２１日
判時８００ｐ４５。現行民事執行法による判例とし
て最判平成７年９月５日判時１５６９ｐ５７）。
なお、ここで注意しなければならないのは、債務

者所有の不動産に対する競売の場合には、差押登記
時点で時効中断効が発生しますが（民事執行法４６
条、民法１４７条：実務的には差押登記が債務者へ
の送達よりも先になされます）、物上保証物件の競
売の場合には、債務者への開始決定の送達時に時効
中断効が発生することです（最判平成８年７月１２
日判時１５８０ｐ１０８）。競売申立から債務者へ
の送達には少なくとも２週間程度かかりますので、
時効間際の競売申立の場合には、最低１ヶ月程度は
余裕を見ておいた方が無難です（なお、物上保証物
件競売の場合には、上記のとおり、債権者自ら債務
者に通知するという手段もあります。）。

２　付郵便と公示送達による送達
問題になったのは、物上保証物件に対する競売に

おいて、上記の債務者に対する競売開始決定の送達
が、公示送達や付郵便送達によってなされた場合でも、
時効中断効が発生するのか否かということでした。
公示送達というのは、債務者が所在不明になって

いる場合に、裁判所に送達書類を掲示することで送
達の効力があったものとする制度です（民事訴訟法
１１０条以下）。
付郵便送達とは、債務者の所在は判明しているが、
債務者が頑なに書類の受領を拒んだような場合に
（通常は特別送達として、債務者が受領書にサイン
しないと送達されず返ってきてしまいます。）、書類
を書留郵便にして発送し、その発送の時点で送達が
あったものとする制度で、債務者が受領を拒んでも
既に送達の効力が発生していたものと扱われます
（民事執行法１０７条）。付郵便送達を行った場合に
は、その送達を行ったことを知らせる書類が普通郵
便で発送されます（民事執行規則４４条：したがっ



て、債務者が所在している限り、何らかの書類が送
達されたことを知ることができることになります。）
このように公示送達や付郵便送達は、通常の特別

送達（債務者が受領書にサインして書類を受け取る
もの）と違い、実際に競売開始があったことを知る
機会が低くなり（公示送達では皆無と言って良いで
しょう。）、そのため、こうした送達手段で、民法１
５５条の予定する「通知」があったと言えるか、が
問題になったのでした。
最高裁は、まず、付郵便送達につき、民法１５５

条の通知とは言えないとしました（最判平成７年９
月５日判時１５６９ｐ５７）。理由は、付郵便では、
競売開始のあったことが債務者にとって了知可能な
状況になるとは言い難いため民法１５５条の通知と
は言えない、というものでした。
ところが、その後、最高裁は、公示送達につき、

民法１５５条の通知として認めたのです（最判平成
１４年１０月２５日判時１８０８ｐ６５）。
前記のとおり、付郵便は、一応、普通郵便が届く

など、債務者が書類を受領する可能性があります。
これに対し、単に裁判所に掲示するだけの公示送達
は、債務者が競売開始のあったことを了知する可能
性は、ほぼ１００％ないと言っても過言ではありま
せん。それでもなお、最高裁が、公示送達に民法１
５５条の通知としての効果を認めたのは、平成１０
年の改正民事訴訟法において、公示送達の場合に意
思表示の到達が擬制される条項が設けられたからで
した（民事訴訟法１１３条）。
この民事訴訟法１１３条の意味は、若干ややこし

いのですが、分かり易い例を挙げると、賃貸人が賃
借人に対して、賃貸借契約を解除して明渡を求める
裁判をするにあたり、当該賃借人の所在が不明にな
っている時、従前の民事訴訟法では、いきなり訴状
に解除の意思表示を記載して訴状を公示送達して
も、解除の効力は発生していないという理解が一般
的でした。そのため、賃貸人は、予め公示による意
思表示の制度により（民法９７条の２）解除の意思
表示を到達させた上で、改めて明渡訴訟を提起しな
ければならないという理解だったわけです。しかし、
公示による意思表示は、実際には、公示送達と同様
のことを行うだけでしたので、そうした迂遠な二度
手間をなくすために設けられたのが民事訴訟法１１
３条だったわけです。
最高裁は、この民事訴訟法１１３条の規定を競売

開始決定の送達にも類推適用して、民法１５５条の
通知としての時効中断効を認めたのです。
そうすると、翻って、改正民事訴訟法以前の判例

である付郵便送達についての平成７年の最高裁判例

は変更され、同民事訴訟法施行後は、公示送達と同
様に、付郵便送達についても民法１５５条の通知と
して時効中断効が発生するとの理解も十分に考えら
れるところだと思います。上記のとおり、付郵便の
方が公示送達に比べれば、債務者の了知可能性が格
段に高いからです。
しかし、民事訴訟法１１３条はあくまで「公示送

達」に関する規定であり、「付郵便送達」に関する
規定ではないことから、平成７年の最高裁判例は未
だ維持されているとの理解も少なくないようです
（住友隆行判事：銀行法務６３４ｐ４０）。
この点の最終解決は次の最高裁判例を待たなくて

はならないようです。
３　保証債務を被担保債権とする物件の競売による主
債務の時効中断
以上に関連した判例として、保証債務を被担保債

権とする抵当権（物上保証）が競売されたとしても、
主債務の消滅時効は中断しないとするものがありま
す（最判平成８年９月２７日判時１５８１ｐ５７）。
前回記載したとおり、保証人に対するアクション

により主債務が時効中断するのは、連帯保証人に対
する「請求」（民法１４７条１号）の場合のみであ
り、その他のアクションは主債務の時効を中断しま
せん。上記の判例は当然の結論だと思います（なお、
この判例は、物上保証だった場合に関するものでは
ありますが、保証人所有の不動産であった場合、被
担保債権が保証債務である場合には同様だと考えら
れます。）。上記の判例の事案の原審は、競売申立が
保証人に対する「請求」と同視できるという理屈で
時効中断を認めたのですが、最高裁は、その原審の
判断を認めず、主債務の時効中断を否定したのでした。
なお、上記判例の事案は、住宅販売会社が金融機

関に対して販売物件の顧客のローンの保証を行い、
その保証債務につき抵当権を設定したという事案で
した。通常の金融実務では、主債務を被担保債権と
するのがほとんどであり、保証債務を被担保債権と
するというのはそれほど見られる事例ではなく、事
故が発生した後に保証人と和解する場合などに過ぎ
ないかもしれません。

第４　競売手続における配当要求、債権届出と時効中断
１　配当要求と債権届出

不動産が競売された場合、その不動産所有者に対
して債務名義のある債権（判決等）を持っている債
権者等は、その競売手続において配当要求して、配
当に加わることができます（民事執行法５１以下）。
他方、競売不動産に抵当権等を設定している債権

者は、自らが競売申立しなくても、債権届出をする



ことで、その順位に見合った配当を受けることがで
きます（民事執行法８７条、４７条、５０条他）。
これらの債権者は、自ら競売申立等をしたわけで

はないので、民法の条文上の「差押」（民法１４７
条２号）をしておらず、上記の配当要求、債権届出
だけでは、その債権の時効は中断しないとも考えら
れますが、その結論で良いのかどうかが問題になり
ます。

２　配当要求による時効中断
判例は、配当要求には、その債権についての時効

中断効を認めました（最判平成１１年４月２７日判
時１６７５ｐ７３）。
その理由は、債務名義を有する債権者はこれに基

づいて強制執行をすることができるのであり、他の
債権者による競売に配当要求する行為も、債務名義
に基づいて能動的にその権利を実現しようとする点
では競売申立と異ならず、「差押」（民法１４７条２
号）に準じて時効中断効を有する、というものです。
さらに、この判例の事案では、競売申立をした債

権者が競売続行費用の裁判所への予納を怠ったた
め、競売手続が取り消されてしまいましたが、その
場合でも、配当要求自体には何らの瑕疵もなかった
のであるから、時効中断効は失われず、競売取消確
定から新たな時効が進行するとしています。
配当要求の時効中断効の有無については、学説に

おいても認める見解が支配的であり、大審院時代に
認めた判例もありましたが、最高裁もその結論を踏
襲したものです。

３　債権届出による時効中断
これに対し、判例は、債権届出には時効中断効を

認めていません（最判平成元年１０月１３日判時１
３３０ｐ４５、最判平成８年３月２８日判時１５６
４ｐ１７）。
その理由は、債権届出は、単に執行手続に協力す

る趣旨に過ぎず、届出を怠っても配当から除かれる
わけでもなく、また、届出債権の内容が公的に確定
されるわけでもないということです。さらに、上記
平成８年の判例は、実際に配当を受領したとしても、
何ら時効中断事由が発生していないことを確認して
います。
配当要求に関する上記の判例は、既に債務名義を

取得している債権者の権利行使に関するものであ
り、債務名義取得段階で債権が公的に確定されてい
ることが重視されています。これに対して、債権届
出には、こうした公的な権利確定という側面は全く
ないため、以上のような結論の違いになったものです。
双方とも結論として妥当なものであると思います。

以　　上


